
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
八
号

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
四
月
一
日
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
私
人
に
委
託
し
た
。

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

法
令
の
規
定

事
務

私
人

地
方
自
治
法

一

次
に
掲
げ
る
歳
入
（
以
下
「
使
用
料
等
」
と

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー

施
行
令
（
昭

い
う
。
）
の
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

タ

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

和
二
十
二
年

収
納
事
務
の
取
り
ま
と
め

政
令
第
十
六

１

使
用
料

号
）
第
百
五

２

手
数
料

十
八
条
第
一

３

賃
貸
料

項
及
び
第
百

４

物
品
売
払
代
金

五
十
八
条
の

５

寄
附
金

二
第
一
項

６

貸
付
金
の
元
利
償
還
金

７

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県

条
例
第
三
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
県

税
等
に
係
る
徴
収
金

８

分
担
金

９

不
動
産
売
払
代
金

過
料

10

１
、
２
、
８
及
び

に
掲
げ
る
歳
入
に
係

11

10

る
延
滞
金
並
び
に
３
か
ら
６
ま
で
及
び
９
に

掲
げ
る
歳
入
に
係
る
遅
延
損
害
金

二

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
に
お
け
る
使
用
料

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

等
の
収
納
事
務

パ
ン

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

株
式
会
社

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

三

加
盟
店
舗
に
お
け
る
使
用
料
等
の
収
納
事
務

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

四

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ

を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
使
用
料
等
（
第
一
号

ａ
ｙ
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
歳
入
を
除
く
。
）
の
収

コ
モ

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

株

納
事
務

式
会
社
み
ず
ほ
銀
行



児
童
福
祉
法

一

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー

（
昭
和
二
十

よ
る
徴
収
金
（
以
下
「
徴
収
金
」
と
い
う
。
）

タ

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

二
年
法
律
第

の
収
納
事
務
の
取
り
ま
と
め

百
六
十
四
号

）
第
五
十
六

二

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
に
お
け
る
徴
収
金

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

条
第
三
項

の
収
納
事
務

パ
ン

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

株
式
会
社

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

三

加
盟
店
舗
に
お
け
る
徴
収
金
の
収
納
事
務

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

四

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ

を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
徴
収
金
の
収
納
事
務

ａ
ｙ
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

コ
モ

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

株

式
会
社
み
ず
ほ
銀
行

生
活
保
護
法

一

生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
の
三
第
一
項
の
返

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー

（
昭
和
二
十

還
額
及
び
徴
収
額
、
同
条
第
二
項
の
返
還
額
並

タ

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

五
年
法
律
第

び
に
同
条
第
三
項
の
返
還
額
（
以
下
「
返
還
額

百
四
十
四
号

等
」
と
い
う
。
）
の
収
納
事
務
の
取
り
ま
と
め

）
第
七
十
八

条
の
三
第
一

二

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
に
お
け
る
返
還
額

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

項
か
ら
第
三

等
の
収
納
事
務

パ
ン

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

項
ま
で

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

株
式
会
社

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

三

加
盟
店
舗
に
お
け
る
返
還
額
等
の
収
納
事
務

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

道
路
交
通
法

一

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
の
放

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー

（
昭
和
三
十

置
違
反
金
（
以
下
「
放
置
違
反
金
」
と
い
う
。

タ

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

五
年
法
律
第

）
の
収
納
事
務
の
取
り
ま
と
め

百
五
号
）
第

五
十
一
条
の

二

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
に
お
け
る
放
置
違

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ

十
六

反
金
の
収
納
事
務

パ
ン

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

株
式
会
社

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン



三

加
盟
店
舗
に
お
け
る
放
置
違
反
金
の
収
納
事

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

務
四

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ

を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
放
置
違
反
金
の
収
納

ａ
ｙ
株
式
会
社

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

事
務

コ
モ

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

株

式
会
社
み
ず
ほ
銀
行


